
厚生労働省事務連絡（抜粋） 

 

① 令和２年２月20日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サ

ービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第２報）」 

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課） 

 

② 令和２年２月28日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための学校

の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について（その

３）」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課） 

 

 

 「障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、サービス事業所の設置地

域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等」に

ついては、幼児児童生徒が新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業

所を欠席する場合を含むこととし、幼児児童生徒の居宅等において健康管理

や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合に

は、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、

特例的に報酬の対象とする 


